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第７章 目標達成に向けた施策・事業 

  第６章で設定した目標の達成に向けて実施する施策・事業は以下のとおりです。 

 

 

 

目標①：地域公共交通の再構築による利便性向上 

数値指標①：交通空白地 

数値指標②：コミュニティ交通（まめバス、乗合タクシー）の年間利用者 

数値指標③：地域内公共交通に係る収支率及び市の財政負担額 

 

目標②：市街地エリアにおける移動環境の向上 

数値指標①：日常生活における地域公共交通の利用率 

数値指標②：高速バスとじゅぐりっと号の接続本数 

数値指標③：じゅぐりっと号の年間利用者数 

 

 

 

 

目標③：地域公共交通に関する情報発信の強化 

数値指標①：地域公共交通ホームページへのアクセス件数 

数値指標②：地域公共交通利用方法の認知度 

 

目標④：地域公共交通に関する新たなサービスの導入による利便性向上 

数値指標①：観光客の地域公共交通機関利用率 

数値指標②：地域間幹線系統路線バス等の IC カード等利用率 

 

 

 

 

目標⑤：多様な関係機関と連携した地域公共交通の利用機会の創出 

数値指標①：地域公共交通の利用頻度 

数値指標②：地域と連携したイベント等の取り組み件数 

  

方向性①：地域公共交通の再構築による利便性の向上 

方向性②：地域公共交通のサービス強化による利用促進 

方向性③：地域との共創による地域公共交通の維持・確保 
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目標達成に向けた施策・事業 

 

１）コミュニティ交通の充実 

   ①地域間幹線系統路線バスの見直しに併せたコミュニティ交通の導入 

②交通空白地への新たなコミュニティ交通の導入 

   ③既存コミュニティ交通（まめバス、乗合タクシー）の地域の実情に応じた改善 

 

２）新たな地域公共交通の創出 

   ①市街地エリアにおける新たな移動サービスの導入 

   ②じゅぐりっと号のサービス強化 

 

 

 

 

 

３）地域公共交通に関する情報提供の充実 

   ①地域公共交通マップの作成 

②ホームページによる一元的な情報提供の実施及び広報周知 

   ③MaaS などの新たな技術を活用した地域公共交通利用環境の構築 

 

４）地域公共交通に関する新たなサービスの導入・検討 

①観光施設や宿泊施設と連携した地域公共交通１～２日フリー乗車券の導入 

②コミュニティ交通の料金体系の見直し 

   ③交通系 IC カード等の普及・促進 

 

 

 

５）地域公共交通に関する多分野との連携 

①保育園・認定こども園・幼稚園・小学校、高齢者を対象とした乗り方教室の実施 

   ②多分野での意見交換会 

   ③地域公共交通に関するイベント開催・地域公共交通と連携した地域でのイベント開催  
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（１）施策・事業の内容 

１）コミュニティ交通の充実 

①地域間幹線系統路線バスの見直しに併せたコミュニティ交通の導入 

〔事業概要〕 

「人吉・球磨地域公共交通計画」に基づき、地域間幹線系統路線バスの一部路線をコミュニティ交通へ見直し

ます。見直しにあたっては、沿線市町村と連携してコミュニティ交通の充実を図ります。 

※コミュニティ交通の運行にあたっては、国の運行費補助（地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金）の

活用も含めて検討します。 

〔事業主体〕 

市、相良村、五木村、地域住民、交通事業者 

〔事業箇所〕 

五木線 

・人吉産交～茶湯里温泉前～上田代 

・人吉産交～柳瀬～上田代 

・人吉産交～大谷～頭地 

〔事業スケジュール〕 

 

 

〔従来の運行の仕組み〕 〔今後の運行の仕組み（コミュニティ交通）〕 

  

 

対象路線 コミュニティ交通の例 留意事項 

五木線  

・人吉産交～茶湯里温泉前～上田代 

・人吉産交～柳瀬～上田代 

・人吉産交～大谷～頭地 

・複数市町村が連携したスクール

バスの運行 

・複数市町村が連携したコミュニ

ティバスや乗合タクシーの運行 

・人吉高校五木分校への

通学手段確保 

・幹線との接続強化 
 

  

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

くま川鉄道の全線開通に併せて、コミュニティ交通の運行準備・運行開始
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１）コミュニティ交通の充実 

②交通空白地への新たなコミュニティ交通の導入 

〔事業概要〕 

本市の交通空白地を対象に、コミュニティ交通を導入します。コミュニティ交通の導入にあたっては、既存のコミュニ

ティ交通（まめバス、乗合タクシー）の活用なども含めて検討します。 

※コミュニティ交通の運行にあたっては、国の運行費補助（地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金）の

活用も含めて検討します。 

〔事業主体〕 

市、地域住民、交通事業者 

〔事業箇所〕 

交通空白地：４地区（永野地区・大野地区・大畑地区（一部）・矢岳地区） 

〔事業スケジュール〕 

 

 

 

  

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

実証実験結果を踏まえた本格導入導入検討・実証実験

永野地区 

大野地区・大畑地区（一部） 

矢岳地区 

対象地区 コミュニティ交通の例 

永野地区 まめバスもしくは予約型乗合タクシー、自家用有償運送の導入 

大野地区・大畑地区（一部） 既存予約型乗合タクシーの見直し 

矢岳地区・（大野地区） 予約型乗合タクシーの導入 

 

○○○ △△△ ×××

運行主体 バス事業者 タクシー2事業者 タクシー1事業者

事業内容 郊外部⇔市街地 郊外部⇔市街地 郊外部⇔市街地

運行形態 路線定期 路線定期 区域運行

運行路線数 5路線 5路線 -
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１）コミュニティ交通の充実 

③既存コミュニティ交通（まめバス、乗合タクシー）の地域の実情に応じた改善 

〔事業概要〕 

既存のコミュニティ交通（まめバス、乗合タクシー）を対象に、利用実態や地域の実情に応じて見直しを行い、利

便性が高いコミュニティ交通への改善を図ります。 

〔事業主体〕 

市、地域住民、交通事業者 

〔事業箇所〕 

まめバス４路線、乗合タクシー５路線 

〔事業スケジュール〕 

 

 

（改善例） 

コミュニティ交通 路線名 改善例 

まめバス 

大柿線 
運行内容の改善（運行曜日や運行本数の増加、運行ルートの見

直しなど）もしくは予約型乗合タクシーへの見直し 

上原田（尾曲）線 
運行内容の改善（運行曜日や運行本数の増加、運行ルートの見

直しなど）もしくは予約型乗合タクシーへの見直し 

七地線 
運行内容の改善（運行曜日や運行本数の増加、運行ルートの見

直しなど）もしくは予約型乗合タクシーへの見直し 

小柿線 
運行内容の改善（運行曜日や運行本数の増加、運行ルートの見

直しなど）もしくは予約型乗合タクシーへの見直し 

乗合タクシー 

鹿目線 現在の運行内容を継続し、さらなる利用促進 

田野西線 現在の運行内容を継続し、さらなる利用促進 

田野東線 現在の運行内容を継続し、さらなる利用促進 

下田代線 
現在の運行内容を継続し、さらなる利用促進 

交通空白地と一体となった運行内容への見直し 

山江線 運行ルートの見直しなど 

 

  

令和７年度 令和８年度 令和９年度令和５年度 令和６年度

①も踏まえたコミュニティ交通の見直し改善検討
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２）新たな地域公共交通の創出 

①市街地エリアにおける新たな移動サービスの導入 

〔事業概要〕 

市街地エリアにおいて、市民の日常生活における買い物や通院先等を連絡する新たな移動サービスを導入します。

なお、導入にあたっては、「②じゅぐりっと号のサービス強化」と一体的に取り組みます。 

〔事業主体〕 

市、地域関係者（商業施設・医療施設関係者）、交通事業者 

〔事業箇所〕 

市街地エリア 

〔事業スケジュール〕 

 

 

（導入イメージ） 

 ・市街地エリア内の主要施設（商業施設、医療施設、公共施設）をカバーする形で運行（次頁参照） 

 ・施設内への乗り入れも含めて検討 

 ・サービス水準：１時間に１本程度、運賃 150～200 円 

 ・対象施設と連携したスポンサー制度（バス停設置→スポンサー料金の徴収→バス車内等への広告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔コミュニティバスを活用した企業サポーター制度の実施事例〕（東京都文京区）  

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

実証実験結果を踏まえた本格導入導入検討・実証実験
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２）新たな地域公共交通の創出 

②じゅぐりっと号のサービス強化 

〔事業概要〕 

じゅぐりっと号を対象に、人吉 IC 乗降口での高速バスとの接続強化など、観光客をはじめとする来訪者の利便性

向上に向けたサービス強化を図ります。なお、じゅぐりっと号の運行ルート見直しにあたっては、「①市街地エリアにおけ

る新たな移動サービスの導入」と一体的に取り組みます。 

〔事業主体〕 

市、地域関係者、交通事業者 

〔事業箇所〕 

じゅぐりっと号 

〔事業スケジュール〕 

 

 

（改善例） 

 ・運行本数の増加：平日・土曜・日祝日 １０往復/日 → １５往復/日程度 

             ※JR 九州バスが運行する「B&S みやざき」への接続強化 

 ・市街地運行ルート（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

改善・導入検討 実施

人吉ＩＣ乗降口 

人吉駅・人吉温泉駅 

球磨川下り発船場前 

じゅぐりっと号 

商業施設 
医療施設 

人吉市役所 公共施設 



93 

 

３）地域公共交通に関する情報提供の充実 

①地域公共交通マップの作成 

〔事業概要〕 

本市における地域公共交通に関する情報、さらには観光施設や宿泊施設等も一緒になった分かりやすくて便利

な地域公共交通マップを作成します。 

作成にあたっては、市民のみならず観光客等も利用できるよう、人吉球磨地域全体での移動も含めた内容となる

よう留意します。 

その他、レンタサイクルやシェアサイクル等の情報も一元的に提供することで、利用者のアクセス利便性の向上を図

ります。 

〔事業主体〕 

市、地域関係者（観光関係者）、交通事業者 

〔事業箇所〕 

市全域 

〔事業スケジュール〕 

 

 

（取り組みイメージ） 

・中学生などと連携した地域公共交通マップづくり 

→ 地域の資源や公共交通に関するフィールドワークを実施し、公共交通を活用したマップ（すごろく）作成 

 

 

 

 

 

 

  

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

作成 配布・適宜更新
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３）地域公共交通に関する情報提供の充実 

②ホームページによる一元的な情報提供の実施及び広報周知 

〔事業概要〕 

既存のホームページ等を活用し、本市の HP より一元的な情報提供を行うとともに、ホームページへのアクセス利

便性を考慮し、QR コード等を活用したチラシを作成・配布します。 

ホームページに関しては、人吉球磨地域の地域公共交通に関するホームページ等のリンク集などを整理するととも

に、「①地域公共交通マップ」と連携し、一元的な情報提供を実施します。 

その他、SNS（Instagram、Twitter、LINE など）を活用し、地域公共交通に関する PR 動画やその他

情報発信を定期的に実施し、地域公共交通の利用推進（ナッジによる取組み）を実施します。 

〔事業主体〕 

市、交通事業者 

〔事業箇所〕 

市ホームページ他 

〔事業スケジュール〕 

  

 

（取り組みイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

整備 運用開始

〔公共交通時刻表として公共交通マップと各交通機関の運行

状況と時刻表などの一元的な情報提供の実施事例〕 

（熊本県八代市） 

※ナッジとは、「そっと後押しする」意味であり、行動科学の知見の活用により、

人々が自分自身にとってより良い選択肢を自発的に取れるように手助けする

政策手法のことです。 

〔ナッジによる公共交通利用促進の事例〕 

（国土交通省中国運輸局） 
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３）地域公共交通に関する情報提供の充実 

③MaaS などの新たな技術を活用した地域公共交通利用環境の構築 

〔事業概要〕 

MaaS(Mobility as a Service)など新たな技術を活用し、一元的な情報提供に加え、キャッシュレス決済、そ

の他観光や飲食等のサービスとの連携など、利便性の高い地域公共交通利用環境を構築します。 

構築にあたっては、熊本県が阿蘇エリアで実証事業を行った（令和４年１０月～１１月）「熊本型観光

MaaS」などとの連携も含めて検討します。 

〔事業主体〕 

市、地域関係者、交通事業者 

〔事業箇所〕 

市全域 

〔事業スケジュール〕 

 

 

（取り組みイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※MaaS（マース：Mobility as a Service）とは、地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズ

に対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行

うサービスであり、観光や医療等の目的地における交通以外のサービス等との連携により、移動の利便性向上や

地域の課題解決にも資する重要な手段となるものです。  

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

熊本県の動向な

どの研究

実施に向けた準備 運用開始

 

  〔日本版 MaaS の推進：国土交通省〕 

〔熊本型観光 MaaS の実証事業〕 

（熊本県） 



96 

 

４）地域公共交通に関する新たなサービスの導入・検討 

①観光施設や宿泊施設と連携した地域公共交通１～２日フリー乗車券の導入 

〔事業概要〕 

本市及び人吉球磨地域の地域公共交通を対象に、定額乗車券（１～２日フリー乗車券）を導入し、地域

公共交通利用者の利便性向上を図ります。 

また、観光施設や宿泊施設と連携し、観光施設の施設入園料の割引や温泉施設の入浴料割引、商店街や飲

食店での特典などについても検討します。併せて、フリー乗車券の販売を施設と連携することで、利用促進を図りま

す。 

〔事業主体〕 

市、球磨地域９町村、地域関係者、交通事業者 

〔事業箇所〕 

人吉球磨地域全域 

〔事業スケジュール〕 

 
 

②コミュニティ交通の料金体系の見直し 

〔事業概要〕 

コミュニティ交通を対象に、料金均一化、さらには複数のコミュニティ交通を乗り継いで利用した場合でも追加料金

不要と言った定額運賃化など料金体系の見直しを検討し、地域公共交通利用者の利便性向上を図ります。 

〔事業主体〕 

市、球磨地域９町村、交通事業者 

〔事業箇所〕 

人吉球磨地域全域 

〔事業スケジュール〕 

 
 

 

  

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

導入検討 運用開始

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

導入検討 運用開始
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４）地域公共交通に関する新たなサービスの導入・検討 

③交通系 IC カード等の普及・促進 

〔事業概要〕 

交通系 IC カード（熊本地域振興 IC カード「くまモンの IC カード」や全国相互利用サービス対応の１０カードな

ど）等を鉄道及びタクシー事業者等に導入し、地域公共交通利用者の利便性向上を図ります。 

さらには、商業施設等と連携した新たな決済方法の導入など、交通系 IC カード等の有効活用を図ります。 

※「③MaaS などの新たな技術を活用した地域公共交通利用環境の構築」など、新たな技術の活用（キャッシュレ

ス決済）なども含めて今後適切な方法について検討します。 

〔事業主体〕 

市、球磨地域９町村、地域関係者、交通事業者 

〔事業箇所〕 

人吉球磨地域全域 

〔事業スケジュール〕 

 

 

（取り組みイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

決済方法の計画 くま川鉄道の全線開通に併せて、運用開催

〔全国相互利用交通系 IC カード〕 

〔熊本市電で実証実験を行っているタッチ決済〕 

(熊本市交通局) 
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５）地域公共交通に関する多分野との連携 

①保育園・認定こども園・幼稚園・小学校、高齢者を対象とした乗り方教室の実施 

〔事業概要〕 

保育園・認定こども園・幼稚園・小学校の園児や児童を対象に、鉄道や路線バス、コミュニティ交通へ触れ合って

もらう機会を創出することを目的に、乗り方教室を実施します。 

さらには、高齢者を対象に、地域公共交通の利用促進を目的に、老人クラブ活動などと連携し、乗り方教室を

実施します。 

また、乗合タクシー導入地域において、座談会等の実施による意見交換会を行い、利用状況の把握に加え、予

約方法などの仕組みや改善点の把握など、地域と連携して地域住民へ丁寧な対話を実施します。 

〔事業主体〕 

市、地域住民、地域関係者（教育関係者、高齢者福祉施設関係者など）、交通事業者 

〔事業箇所〕 

市全域  

・小学生は総合的学習の時間の活用（年度末に教育委員会等を通じて学校を募集） 

・高齢者に関しては老人クラブ活動や町内会（自治会）の集まりの場の活用 

〔事業スケジュール〕 

 

 

②多分野での意見交換会 

〔事業概要〕 

福祉・教育分野や観光・まちづくり分野、環境分野（ゼロカーボン）との定期的な意見交換等を行い、地域住

民の移動等に関する課題や地域公共交通に対するニーズ等を共有します。 

また、交通事業者も含めた意見交換会を開催し、地域公共交通の見直し・改善を図ります。 

〔事業主体〕 

市、地域関係者（福祉・教育・観光関係者）、交通事業者 

※交通関係：復興支援課、教育関係：学校教育課、福祉関係：福祉課・高齢者支援課 

  その他  ：商工観光課・都市計画課・地域コミュニティ課、環境課など 

〔事業箇所〕 

市全域 

〔事業スケジュール〕 

   

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

適宜実施

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

適宜実施



99 

 

５）地域公共交通に関する多分野との連携 

③地域公共交通に関するイベント開催・地域公共交通と連携した地域でのイベント開催 

〔事業概要〕 

地域公共交通を活用した観光等ツアー企画、さらには地域公共交通利用デーの実施（無料もしくは 100 円な

ど）などイベント等を開催し、意識啓発を図ります。 

さらには、それらイベントと連携し、地域側での催し開催などを行うことで、外出機会の創出や外出意欲の向上を

図ります。 

〔事業主体〕 

市、地域住民、地域関係者、交通事業者 

〔事業箇所〕 

市全域 

〔事業スケジュール〕 

 

 

（取り組み内容） 

・地域公共交通に関するイベント開催 

既存イベントとの連携や新たな地域公共交通を活用したイベントなどを開催します。 

例）定期的な地域公共交通利用デーの実施：年１回無料、年数回料金 100 円など 

夏休みなどにおける小学生を対象としたスタンプラリーの開催、 

子育て世代を対象とした親子バスツアーイベントの開催、 

MOZOCA ステーションを活用した乗車体験会の開催 など 

・地域公共交通と連携した地域でのイベント開催 

地域公共交通に関するイベントと連携し、地域住民の外出機会の創出や外出意欲の向上を図ることを目的に、

地域側での催し等を開催します。 

例）朝市の開催、商店街と連携した取り組み、食や文化等と連携した取り組みなど 

 

 

 

  

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

適宜実施

〔くま川鉄道によるイベント企画の実施事例〕 

※マルシェやスタンプラリーなどを実施 
〔利用促進に向けた親子バスツアーイベントの実施事例〕 

（兵庫県播磨町） 
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〔施策・事業の全体スケジュール〕 

 

  

①地域間幹線系統路線バスの見直しに

　併せたコミュニティ交通の導入

②交通空白地への新たなコミュニティ交通

　の導入

③既存コミュニティ交通の地域の実情に

　応じた改善

①市街地エリアにおける新たな移動

　サービスの導入

②じゅぐりっと号のサービス強化

①地域公共交通マップの作成

②ホームページによる一元的な情報提供

　の実施及び広報周知

③MaaSなどの新たな技術を活用した

　地域公共交通利用環境の構築

①観光施設や宿泊施設と連携した地域

　公共交通１～２日フリー乗車券の導入

②コミュニティ交通の料金体系の見直し

③交通系ICカード等の普及・促進

①保育園・認定こども園・幼稚園・小学校、

　高齢者を対象とした乗り方教室の実施

②多分野での意見交換会

③地域公共交通に関するイベント開催・

　地域公共交通と連携した地域でのイベント

　開催

2)新たな地域公共交通の創出

３)地域公共交通に関する情報提供の充実

４)地域公共交通に関する新たなサービスの導入・検討

５)地域公共交通に関する多分野との連携

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

1)コミュニティ交通の充実

熊本県の動向な

どの研究

くま川鉄道の全線開通に併せて、コミュニティ交通の運行準備・運行開始

導入検討・実証実験 実証実験結果を踏まえた本格導入

改善検討 ①も踏まえたコミュニティ交通の見直し

改善・導入検討 実施

実施に向けた準備 運用開始

適宜実施

適宜実施

適宜実施

決済方法の計画 くま川鉄道の全線開通に併せて、運用開催

整備 運用開始

作成 配布・適宜更新

導入検討 運用開始

導入検討 運用開始

導入検討・実証実験 実証実験結果を踏まえた本格導入


